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生物災害 新旧対照表 
新 旧 

第 3 編 生物災害 
 
第 1 章 生物災害及び生物テロ 

  生物テロとは、生物剤がテロリストの兵器とし

て使用される事案のことである。生物剤とは、「微

生物であって、人間、動物若しくは植物の生体内

で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、

若しくは枯死させるもの又は毒素を生産するも

の（生物兵器禁止条約等の実施に関する法律）」

と定義されている。 
  生物テロによる災害時の消防活動は、その発生

形態により大きく異なる。犯行声明、生物テロと

判断される生物剤そのものや収納容器等の残留

物の存在、公安当局からの情報等があるなどの特

別の条件がなければ、発症するまでの潜伏期間が

あることから、患者が発生して初めてその事実が

確認される。そのためテロ行為そのものが行われ

たことが知られずに、時間が経過する可能性があ

ることから、化学テロ災害のように消防部隊が出

動するような活動形態の可能性は少ない。 
  生物テロを含む生物災害の対応において、感染

症の患者に関する主たる所管は各都道府県の衛

生主管部局（保健所）であることである。しかし、

多数の患者が発生し、衛生部局の対応能力を超え

る場合や、生物災害の疑いがある患者を搬送する

など、消防機関も対応することが想定される。生

物災害の発生に備えて、事前に衛生担当部局と発

災時の役割分担や協力・支援を行う範囲などを調

整しておく必要がある。また、発災した場合は、

衛生主管部局の管理下（事前の協議済事項を含

む。）のもと、医療機関等関係機関とも連携し、

共同で活動することが必要である。 
 
第 2 章 生物剤 

  第 1 節 生物剤とは 
   生物剤とは、人及び動物を殺傷したり植物を

枯らすことなどを目的とした細菌やウイルス

等の微生物、および細菌、真菌、動植物等が作

第２編 生物テロ災害 
＜建物内で粉等の確認により１１９番通報等があ

った場合の対処＞ 
 
第１章 生物テロ 

  生物テロとは、生物剤がテロリストの兵器とし

て使用される事案のことである。生物剤とは、微

生物であって、人間、動物あるいは植物の生体内

で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、

若しくは枯死させるもの又は毒素を生産するも

の（生物兵器禁止条約の実施に関する法律）と定

義される。 
  生物テロによる災害時の消防活動は、その発生

形態により大きく異なる。生物剤は検知が困難で

あり、特に発病するまでテロ行為そのものが行わ

れたことが知られずに時間が経過する可能性が

あることから、消防活動の開始時期が他の化学テ

ロなどより遅くなる場合がある。 
  なお、ここで注意すべきことは、生物テロにお

いての主たる所管が各都道府県の衛生主管部局

（保健所）での対応となるが炭疽菌等のおそれの

ある白い粉が発見され白い粉に曝露した者が発

生した場合には、初動段階では消防機関が対応す

ることが想定される。しかし、これらの対応につ

いては、状況に応じて判断すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章 生物剤 

 
  第１節 生物剤とは 
   生物剤とは、人及び動物を殺傷したり植物を

枯らすことなどを目的とした細菌やウイルス
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り出す毒素のことと定義される。生物兵器と

は、生物剤そのもの、あるいは生物剤を媒介す

る動物（ノミ、ダニ、カ、ネズミ等）、又はこ

れらを充填したもの（砲爆弾・ロケット、ミサ

イル等）や付着・曝露させたもの（衣類、植物

等）と定義される。例えば、2001 年 10 月の米

国炭疽菌事件の場合は、炭疽菌（芽胞）を生物

剤、特殊に加工された白い粉又はそれを入れた

封筒を生物兵器と区別できるが、生物剤と生物

兵器を同義語として使用される場合もある。 
生物毒素に分類されるリシン、ボツリヌス、

SEB（ブドウ球菌内毒素 B）、T2（トリコセシ

ンマイコトキシン）については、生物剤の中で

も早期に症状が発症するため、化学テロ災害と

同様な活動になることが思料される。 
 
第 2 節 生物剤の特性 
 
表 3-1 主な生物剤関連疾患の特性 

自衛隊災害医療研究会「特殊災害対処ハンドブッ

ク」より抜粋 

等の微生物、および細菌、真菌、動植物等が作

り出す毒素のことと定義される。生物兵器と

は、生物剤そのもの、あるいは生物剤を媒介す

る動物（ノミ、ダニ、カ、ネズミ等）、又はこ

れらを充填したもの（砲爆弾・ロケット、ミサ

イル等）や付着・曝露させたもの（衣類、植物

等）と定義される。例えば、２００１年１０月

の米国炭疽菌事件を考えると、炭疽菌（芽胞）

を生物剤、特殊に加工された白い粉又はそれを

入れた封筒を生物兵器という。 
なお、生物剤と生物兵器を同義語として使用

される場合もある。 
生物毒素に分類されるリシン、ボツリヌス、

SEB（ブドウ球菌内毒素 B）、T2（トリコセシ

ンマイコトキシン）については、生物剤の中で

も早期に症状が発症するため、化学テロ災害と

同様な活動になることが思慮される。 
 

第２節 生物剤の特性 
 

表２－１ 主な生物剤関連疾患の特性 

自衛隊災害医療研究会「特殊災害対処ハンドブッ

ク」より抜粋 
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第 3 節 生物剤のカテゴリー分類（アメリカ疾

病管理予防センター（CDC）による）（Public 
health assessment of potential biological 
terrorism agents.  Emerging Infectious 
Diseases 2002 8 225-230） 

(1) カテゴリーA 
    ※天然痘、炭疽、ペスト、野兎病、ボツリ

ヌス症、エボラ出血熱・マールブルグ出血

熱・ラッサ熱等のウィルス性出血熱 
     現在、国の安全保障に影響を及ぼす最優

先の病原体で、 
① 容易に人から人へ伝搬 
② 高い死亡率 
③ 社会的パニックや混乱を起こすおそ

れがあり、公衆衛生上の影響が非常に大

きい。 
 

(2) カテゴリーB 
    ※Q 熱、プルセラ症、鼻疽、ベネズエラ馬

脳炎、リシン・ブドウ球菌エンテロトキシ

ンＢなど第二優先対策の病原体で、 
① 比較的容易に電波する 
② 中程度の感染率で死亡率は低い。 
③ 疾病サーベランス強化を必要とする。 

 
(3) 準リスト B 

    ※腸チフス、腸管出血性大腸菌症、コレラ、

クリプトスポリジウム症カテゴリーＢに

準ずる生物剤のうち、食品や水で媒介され

る病原体 
 

(4) カテゴリーD 
    ※ニパウィルス感染症、腎症候性出血熱・

ハンタウィルス肺症候群、ダニ媒介脳炎、

黄熱、多剤耐性結核 
    将来危険となりうる病原体で 

① 入手、生産、散布が容易 
    ② 高い感染率と死亡率 
    ③ 広範囲に散布可能で公衆衛生上大き

な影響を与える可能性あり 
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第 3 章 区域（ゾーン） 
生物テロ災害に対しても、防護措置別の活動内

容に応じた区域（ゾーン）の設定は必須である。

区域の設定は、化学テロ災害と同様となる。なお、

化学テロ災害同様、検知・測定前のホットゾーン

の単純な判断としては、被災者が倒れている地域

をホットゾーンとするのが一般的である。ゾーニ

ングの距離、形状などは散布された剤の種類、散

布形態、散布量及び当時の気象状況などによって

変化し、定まった値や基準はない。 
現実的には、119 番受信時及び初動時に生物剤

による災害と断定できるような状況は発生し得

ないため、安全を見込んだ、生物剤、化学剤どち

らにも対応できる区域の設定（ソーニング）を行

う。 
 
（再掲、一部改）表 3-2 区域（ゾーン）の概要 

 

第２節 区域（ゾーニング）の考え方 
 生物テロ災害に対しての区域（ゾーニング）

の考え方は以下のとおりである。 
 

表２－３ 区域（ゾーニング） 

 

区分 含まれる場所・区域 機能 

ホットゾーン 

危険物に直接接触する可能性のある区域 

（災害現場から風上・風横側へ 100m以上の範囲） 

・生物剤そのもの又は不審な収納容器、噴霧器等の残留

物が目視で確認できる場所 

・建物の区画、構造及び空調などの設備上、生物剤が拡

散したと思われる場所 

・人が倒れている、うずくまっている人がいる付近一帯 

・簡易検知器により反応がでる付近一帯 

・小動物等の死骸や枯木草が確認できる付近一帯 

・曝露者のものと思われる吐しゃ物、血液等がある付近

一帯 

 

ウォームゾーン 

直接的な危険性は少ないが潜在的危険域。主たる危険は

二次汚染。 

（ホットゾーンの境界線から風上側へ 20m以上の範囲） 

・生物剤が存在しない場所に汚染された人（物）があら

かじめ来ると予測され、汚染の管理ができている付近

一帯 

・1次トリアージポスト 

・除染エリア 

コールドゾーン 

直接の危害が及ばない安全区域 

（消防警戒区域内でホットゾーン及びウォームゾーン

以外の区域） 

・車両部署位置 

・2次トリアージポスト 

・救護所 

・消防現場指揮本部（以下「現場

指揮本部」という。） 

 

防護レベル 防護措置 

ホットゾーン 粉等による生物剤が視認できる場所 
建物の構造及び設備上、粉等による生物剤が拡散したとされる場所 

ウォームゾーン 
生物剤が存在しない場所に曝露された人（物）が除染等を行うため

あらかじめ来る動線等が予測され、汚染の管理ができている付近一

帯 
コールドゾーン 生物剤が存在しない場所 
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図 3-1 屋外区域の設定（ゾーニング） 

 
出典：Jane’s Chem-Bio Handbook 

 
図 3-2 密閉区域（ゾーニング）の設定 

 

出典：Jane’s Chem-Bio Handbook 
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第 4 章 生物剤への防護 
  曝露者の救出等を行う消防隊員自身の防護は

大切であり、現場へ進入する前に、判明した情報

に基づいて適切な防護装備を選択する。原因物質

が分からない場合は、レベル A 防護服を着用し最

高度の安全を確保する。原因物質が生物剤と判明

している場合は、レベル C の防護服を着用する。 
 
  第 1 節 生物剤に対しての防護措置（レベル

別） 
  生物テロ災害現場への進入は、防護措置が必須

である。 
   

(1) レベル A 防護措置 
・陽圧式化学防護服（密封型化学防護服） 

装備は、アンダーウェア、靴下、活動

服、使い捨て化学物質対応作業服、自給

式空気呼吸器、保安帽（スーツ内部）、

トランシーバーまたは無線機を装備す

ること。 
 

(2) レベル B 防護措置 
・化学物質対応防護服（気密型非陽圧式化

学防護服） 
装備は、アンダーウェア、靴下、活動服、

使い捨て化学物質対応作業服、自給式空気

呼吸器または酸素呼吸器、保安帽、トラン

シーバーまたは無線機を装備すること。 
 

(3) レベル C 防護措置 
・化学物質対応防護服（非気密型非陽圧式

化学防護服） 
     生物剤と推定される前は、アンダーウェ

ア、靴下、活動服、二重の手袋、自給式空

気呼吸器、酸素呼吸器又は防毒マスク、保

安帽、トランシーバーまたは無線機を装備

すること。 
     生物剤と推定された後は、アンダーウェ

ア、靴下、活動服、二重の手袋、自給式空

気呼吸器、酸素呼吸器又は防毒マスク

（N95 規格※1のマスクと同等以上（できれ

第３章 生物剤への防護 
 
  第１節 生物剤に対しての防護措置（レベル

別） 
表２－２ 防護レベル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防護レベル 防護措置 

レベル A ・陽圧式化学防護服 
 自給式呼吸器を使用 

レベル B 
・化学防護服（陽圧式化学防護服を除く。） 
自給式呼吸器又は酸素呼吸器を用いて、肌に露出部分がない防護措

置をいう。 

レベル C 
 

・化学防護服（防毒衣）及び簡易防護服 
いずれも 
〈N95 規格〉のマスクと同等以上（できれば P100 規格）の捕集率

を備えた全面式マスクにて呼吸保護を行い、顔全体に肌の露出部分が

少ない防護措置をいう。 

レベル D 防火衣、作業服等の通常の服装で呼吸器系の防護を全くしていない

場合をいう。 
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ばP100 規格※2）の捕集率を備えた全面式

マスクにて呼吸保護を行い、顔全体に肌の

露出部分が少ない防護措置を講じる）、保

安帽、トランシーバーまたは無線機を装備

すること。 
 

※1：N95 規格 
米国 NIOSH（国立労働安全衛生研究

所）認定の N95 規格とは、0.075μｍ以

上の固体粒子（塩化ナトリウム）を 95％
以上カットできるという規格。日本の労

働安全衛生法認定の RL３規格とほぼ同

等である。 
※2：P100 規格 

米国 NIOSH 認定の P100 規格とは、

0.055μｍ以上の固体粒子（塩化ナトリ

ウム）及び液体粒子（フタル酸ジオクチ

ル）を 99.97％以上カットできるという

規格。 
 

(4) レベル D 防護措置 
・防火衣、作業服、雨合羽等 

装備は、アンダーウェア、靴下、活動

服、保安帽、トランシーバーを装備し、

予測のつかない突然の危険に備え、オプ

ションとして緊急用呼吸装置を装備し

ておく。 
2 次トリアージや救急搬送に関わる場

合、感染防止策として感染防止マスク、

保護メガネを装備すること。 
 

第 2 節 活動隊の防護措置及び活動範囲 
生物剤を起因とした災害に対する活動隊員

の防護措置については、マスク等の防護類を確

実に装着することにより、レベル C 活動隊の防

護服で対応が可能である。 
しかし、初動段階では生物剤に起因した災害

であるとは特定できないため、全ての可能性を

考慮し、化学災害と同様の防護措置をとるこ

と。検知等により、対象物質の推定後、対応す

る装備に変更する。 

 
 
 
 
 
 
＜N95 規格＞ 

  米国 NIOSH（国立労働安全衛生研究所）認定

の N95 規格とは、0.075μｍ以上の固体粒子（塩

化ナトリウム）を 95％以上カットできるという

規格。 
  日本の労働安全衛生法認定の RL３規格とほぼ

同等である。 
 
 ＜P100 規格＞ 
  米国 NIOSH 認定の P100 規格とは、0.055μ
ｍ以上の固体粒子（塩化ナトリウム）及び液体粒

子（フタル酸ジオクチル）を 99.97％以上カット

できるという規格。 
 
※ N95 規格と同等以上（できればP100 規格）の

捕集率を備えた呼吸保護具（マスク）は、確実に装

着することにより、粉等の生物剤に対して呼吸器系

の防護は有効である。 
 
 
 
 
 
 
 
第３節 活動隊の防護措置及び活動範囲 
  生物剤を起因とした災害に対する活動隊員の

防護措置については、マスク等の防護類を確実に装

着することによりレベルC活動隊の防護服で対応が

可能である。 
なお、活動隊員の防護措置がレベル A 又は B でも

十分対応可能だが、自給式呼吸器使用の都合上、空

気ボンベを交換（使用時間約２０分）する際にホッ

トゾーンとコールドゾーンの往来をすることによ

り、生物剤の拡散につながる可能性があるため生物
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表 3-3 【原因物質の推定前】レベル別活動隊の活

動範囲 

 
表 3-4 【生物剤と推定後】レベル別活動隊の活動

範囲 

 
※ 物質の推定とは現場で消防、警察機関による

簡易検知の結果、又は財団法人日本中毒情報セ
ンター（以下「中毒情報センター」という。）
の回答により得られた物質の情報を推定とす
る。また、物質の特定とは警察機関により、特
定の施設にて検出された結果の物質をいう。 

 

テロ災害の活動には不向きであると思慮される。 
 

表２－４ レベル隊の活動範囲 

 

活動区域 
レベル活動隊 

（防護措置） 
活動について 

ホット 

ゾーン 

レベル A 活動隊 

（レベル A 防護措置

を備えた隊をいう。） 

化学テロ災害と同様の防護措置をとる。（Ｐ○○参照） 

ウォーム

ゾーン 

レベル B 活動隊 

（レベル B 防護措置

を備えた隊をいう。） 

コールド

ゾーン 

レベル C 活動隊 

（レベル C 防護措置

を備えた隊をいう。） 

レベル D 活動隊 

（防護措置を施さな

い隊をいう） 

 

活動区域 
レベル活動隊 

（防護措置） 
活動について 

ホット 

ゾーン 

 

ウォーム

ゾーン 

 

コールド

ゾーン 

レベル A 活動隊 

（レベル A 防護措置

を備えた隊をいう。） 

・ホットゾーンの設定 

・救出活動 

・簡易検知活動 

・必要に応じ化学剤による汚染拡大防止措置活動（化学剤及

び収納容器の収去、現場除染） 

・ウォームゾーンの設定 

・歩行可能な傷病者の誘導 

・1次トリアージ 

・曝露者及び隊員等の除染活動 

・歩行可能な傷病者の誘導 

・1次トリアージ 

・曝露者及び隊員等の除染活動 

レベル B 活動隊 

（レベル B 防護措置

を備えた隊をいう。） 

レベル C 活動隊 

（レベル C 防護措置

を備えた隊をいう。） 

コールド

ゾーン 

レベル D 活動隊 

（防護措置を施さな

い隊をいう。） 

・指揮 

・消防警戒区域の設定 

・コールドゾーンでの情報収集 

・広報活動 

・避難誘導 

・2次トリアージ 

・救急搬送 

 

活動区域 レベル別活動隊 活動 

ホット 
ゾーン 

 
 

ウォーム

ゾーン 

レベル A 活動隊 
（レベル A 防護

措置を備えた隊

をいう。） 

 活動範囲については、全区域（ホットゾーン、ウォ

ームゾーン）にて活動可能だが粉等による生物テロ災

害には不向きである。 

レベル B 活動隊 
（レベル B 防護

措置を備えた隊

をいう。） 

上記と同じ。 

レベル C 活動隊 
（レベル C 防護

措置を備えた隊

をいう。） 

 生物剤によるテロの場合にはホットゾーン、ウォー

ムゾーンの区域での活動になる。 
 

コールド

ゾーン 

レベル D 活動隊 
（防護措置を備

えた隊をいう。） 

生物剤が存在しない場所。 
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第 5 章 生物テロ災害時の消防活動について 
 

第 1 節 生物剤等による生物テロ災害の活動

フロー 
   生物剤等による生物テロ災害において、原因

物質が推定されていない場合は、第 2 編化学災

害第 6 章第 1 節図 1-4 原因物質の種類の推定前

のレベル別活動隊フローチャートと同様の活

動を実施する。 
その後、生物剤等が推定（同定）され、化学

剤等の二次トラップがないことが確認された

場合においては、レベル C 防護措置を備えたレ

ベル C 隊が中心になってホットゾーン、ウォー

ムゾーンでの活動を行うものとする。 
   なお、下記のフローについては、原因物質が

粉等の生物剤の場合の活動である。 
 
 
 
 
図 3-3 生物テロ災害時のレベル別活動隊の活動フ

ローチャート 

 
 

第 2 節 出動から現場到着までの留意点 
   消防指令室から生物テロ災害（疑い含む。以

下同じ。）現場への出動指令から現場到着して

情報収集を行うまでの留意点を以下に示す。 

第５章 生物テロ災害時の消防活動について 
 

第１節 粉等による生物テロ災害の活動フロ

ー 
   粉等による生物テロ災害については、レベル

C 防護措置を備えたレベル C 隊が中心になっ

てホットゾーン、ウォームゾーンで活動を行う

ものとする。 
   なお、下記のフローについては、原因物質が

粉等の生物剤の場合の活動である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２－２生物テロ災害時のレベル別活動隊の活動

フローチャート 

 
 

第２節 出動から現場到着までの留意点 
   消防指令室から生物テロ災害現場への出動

指令から現場到着して情報収集を行うまでの

注意点を以下に示す。 
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(1) 出動 

    ① 出動前の措置 
ア 生物テロ災害の指令を受けた場合

は、保有する生物テロ対応資機材の積

載及び増強を行うことはもちろん、化

学災害対応資機材も同様に準備する

ものとする。 
     イ 指揮者、機関員は出動前に消防指令

室からの情報（風向、風速、地形等）

及び地図等を活用して、指令場所（建

物）から必ず高所、風上で、空気が滞

留しにくい風通しの良い場所に部署

できるように出動経路を協議し決定

する。 
     ウ 車両部署位置の目標位置にあって

は、部隊の規模、活動場所等を考慮し

て少なくとも指令場所又は生物剤が

散布された場所建物の風上側 120m
以上離れた場所を目標として部署す

るよう地図等を活用し確認する。 
 
    ② 出動途上の措置 
     ア 消防指令室からの情報を逐次確認

して、通報場所、風向等の変更に合わ

せて、部署位置の再度検討を図る。 
     イ 消防指令室に部署位置を明確に報

告し、消防指令室を通じて関係者（通

報者）からの具体的な情報をフィード

バックしてもらう。 
 

(2) 現場到着時における初動時の情報収集

等の活動 
    ① 現場で入手した情報は逐次、消防指令

室に報告し、後続部隊への伝達を確実に

行う。 
    ② 目標とした位置に部署するとともに、

指令場所が建物の場合は、原則として建

物内全体をホットゾーンと設定する。生

物剤による災害と特定できた場合は、拡

声器等を用い建物内の出入りを禁ずる。 

 
（１）出動 

    ① 出動前の措置 
ア 生物テロ災害の指令を受けた場合

は、保有する生物テロ対応資機材の積

載及び増強を行う。 
     イ 指揮者、機関員は出動前に消防指令

室からの情報（風向、風速等）及び地

図等を活用して、指令場所（建物）か

ら必ず風上に部署できるように出動

経路を協議し決定する。 
     ウ 原則としてレベル C 防護措置を施

した上で出動する。 
     エ 車両部署位置の目標位置にあって

は、部隊の規模、活動場所等を考慮し

て少なくとも建物の風上側５０ｍ以

上離れた場所を目標として部署する

よう地図等を活用し確認する。 
    ② 出動途上の措置 
     ア 消防指令室からの情報を逐次確認

して、通報場所、風向等の変更に合わ

せて、部署位置の再度検討を図る。 
     イ 消防指令室に部署位置を明確に報

告し、消防指令室を通じて関係者（通

報者）からの具体的な情報をフィード

バックしてもらい、現場到着時には建

物等内にいる関係者（通報者）と速や

かに電話で連絡を取る。 
 

（２）現場到着時における初動時の情報収集 
     現場で入手した情報は逐次、消防指令室

に報告し、後続部隊への伝達を確実に行

う。 
    ① 目標とした位置に部署するとともに、

建物の規模にもよるが原則として建物

内全体をホットゾーンと設定して、拡声

器等を用い建物内の出入りを禁じ、関係

者（通報者）と連絡をとり、建物内部の

状況等を聴取する。 
    ② 関係者（建物の警備責任者等）と連絡

が取れた場合には、保健所等と連携し建
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    ③ 検知等により生物剤による災害と特

定できた場合は、保健所、医療機関の助

言により、建物内を封鎖するため窓の閉

鎖、空調設備の停止を建物の警備責任者

等に指示する。（専門家等の助言により、

空調設備を作動させる必要がある場合

は除く。）。また、建物内全体が把握でき

る場所及び放送設備の有無を確認する。 
    ④ 大規模な建物の場合には、必要な防護

措置を施した隊員にて、防災センター等

の管理施設に前進基地を設定し、監視カ

メラ、放送設備を活用して情報収集を図

る。 
   

第 3 節 ホットゾーンでの活動 
要救助者（有症状者）の救助、簡易検知のた

め検体の採取、簡易検知活動、隔離場所への避

難誘導、曝露者の隔離及び生物剤粉等の拡散防

止が主な活動になる。 
 

(1) ホットゾーンの設定 
① 密閉された建物で発生した際には、原

則として建物全体をホットゾーンと設

定するが、常に次のア～エの項目を参考

に設定範囲の見直しを行い、設定範囲の

拡大、縮小を行う。 
ア 「表 3-2 区域（ゾーン）の概要」で

定めるホットゾーンにいた者が移動

した区域 
     イ 上記アの区域と区画されていない

区域及び空調設備がつながっている

区域 
     ウ その他、生物剤等の拡散の恐れのあ

る区域 
    ② 噴霧器等で建物の空調設備を利用し

たテロ行為が発見された場合には、建物

外にも拡散されている可能性が考えら

れるので、建物外の風下側にもホットゾ

ーンを設定する。 
    ③ ホットゾーンは、警察機関、保健所と

協議を行い設定する。 

物内を封鎖するため窓の閉鎖、空調設備

の停止を指示し、建物内全体が把握でき

る場所若しくは放送設備の有無を確認

する。 
    ③ 大規模な建物の場合には、レベル C 防

護措置を施した隊員にて、防災センター

等の管理施設に前進基地を設定し、監視

カメラ、放送設備を活用して情報収集を

図る。 
    ④ 関係者に、万が一生物剤に曝露されて

も、適切な治療を早期に受けることで発

症の防止又は発症してからの症状の悪

化の軽減がなされることを十分説明し

建物内の人を落ち着かせるよう指示す

る。 
 

第３節 ホットゾーンでの活動 
   簡易検知のため検体の採取、簡易検知活動、

隔離場所への避難誘導、曝露者の隔離及び粉等

の拡散防止が主な活動になる。 
（１）ホットゾーンの設定 

    ① 密閉された建物で発生した際には、原

則として建物全体をホットゾーンと設

定するが、常に次のア～エの項目を参考

に設定範囲の見直しを行い、設定範囲の

拡大、縮小を行う。 
     ア 粉等が存在する区域 
     イ 上記アにいた者が移動した区域 
     ウ 上記アの区域から空調設備がつな

がっている区域 
     エ その他、粉等の拡散の恐れのある区

域 
    ② 噴霧器等で建物の空調設備を利用し

たテロ行為が発見された場合には、建物

外にも拡散されている可能性が考えら

れるので、建物外の風下側にもホットゾ

ーンを設定する。 
    ③ ホットゾーンは、警察機関、保健所と

協議を行い設定する。 
④ 建物内の封鎖にはまず、換気扇、空調

の停止を施設管理者に指示を行い、でき
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④ 専門家等の助言により、建物内の封鎖

が必要な場合には換気扇、空調の停止す

るよう施設管理者に指示を行い、できれ

ば、排気口等をビニール等で封鎖する。 
(2) 要救助者の救助 

    ① レベル A の防護措置をした隊（以下

「レベル A 隊」という。）がホットゾー

ンに進入し、症状を発している者を要救

助者として救助を行う。 
    ② 生物剤の推定まで時間を要する場合

は、可能な限りの感染拡大の防止措置を

とりながら、伝染性のある生物剤に準じ

た対応を行う。 
    ③ 症状を発していない曝露者は、生物剤

の推定までは、ホットゾーン内で対応を

行う。 
 

(3) 隔離及び避難誘導 
    ① レベル A 活動隊が建物屋内に進入し、

生物剤を視認した場合、建物内にいる全

ての者又は屋外において曝露した可能

性のある者を生物剤の曝露者とみなし

て、医師等による疫学調査を行うまで建

物屋内等に隔離する（症状を発している

ものを除く。）。 
    ② 発生場所が建物内の場合の隔離する

場所にあっては、発生建物内の講堂等の

広めの部屋を用意する。人数的に部屋の

確保が困難な場合は建物全体を隔離場

所として、その場に留まるよう各関係機

関と連携して建物内にいる者に対して

周知を行う。 
    ③ 発生場所が屋外の場合は、ホットゾー

ン内の建物を②と同様に確保する。 
    ④ 建物内にいる者に対して、口、鼻等を

タオルやハンカチ等で覆うように指示

する。 
    ⑤ 隊員がマスクを装着していることか

ら声が通りにくいので、曝露者に対し、

説明等を行う場合は、あらかじめ用意し

てある説明文を渡すなどの方策を考慮

れば、排気口等をビニール等で封鎖す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）隔離及び避難誘導 
    ① レベル C 防護措置をした隊員が建物

屋内に進入し、粉等の生物剤が視認され

た場合、建物の規模及び視認された場所

の空調設備にもよるが、基本的には建物

内にいる全ての者を粉等による生物剤

の曝露者とみなして、医師等による疫学

調査を行うまで建物屋内に隔離する。 
    ② 隔離する場所にあっては、発生建物内

の講堂等の広めの部屋を用意する。人数

的に部屋の確保が困難な場合は建物全

体を隔離場所として、その場に留まるよ

う各関係機関と連携して建物内にいる

者に対して周知を行う。 
    ③ 建物内にいる者に対して、口、鼻等を

タオルやハンカチ等で覆うように指示

する。 
    ④ 生物剤の種類にもよるが、抗生物質等

の予防投与にて発症の防止又は発症後

の症状悪化軽減がなされることを説明

し不安を軽減させるよう努力する。な

お、隊員がマスクを装着していることか

ら声が通りにくいので、あらかじめ用意

してある説明文を渡すなどの方策を考

慮する。 
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する。 
    ⑥ 警察機関及び保健所と連携し、隔離エ

リアから出ようとしたりする者に対し

て、疫学調査を受診しないで自宅等に帰

るほうが危険である旨の説明等を行う。 
      また、隔離している者がパニック状態

に陥った場合には、警察機関に依頼しパ

ニックの抑制を行ってもらう。 
    ⑦ 建物内に放送設備等が設置してある

場合には、その設備を十分に活用して隔

離場所まで誘導及び隔離者への説明等

を行う。 
 

(4) 検体の採取 
    ① 生物剤の同定のための検体の採取は

主に警察機関及び保健所の役割である。

しかし、初動時の簡易検知のために、消

防機関が空気、液体、粉等の検体の採取

活動を実施する場合にあっては、警察機

関及び保健所と協議し行う。 
② 生物剤が視認できる場合には、警察機

関が行う捜査の関係上、現場を荒らさな

いよう気をつけて検体（粉等）を採取す

る。採取した検体（粉等）にあっては必

ず密閉して拡散しないように持ち出す。 
    ③ 散布器等による生物剤のテロの場合

には、生物剤捕集器等を活用し、できる

だけ広範囲に採取を行う。 
 

(5) 検体の簡易検知 
    ① 視認できる生物剤の簡易検知活動は、

ホットゾーン内で行う。ただし、コール

ドゾーン内で安全に簡易検知活動が実

施できるグローブボックス等の設備を

有する場合は、コールドゾーンで行う。 
    ② ウォームゾーン、コールドゾーン内で

は、一定時間毎又は常時検知活動を実施

し、必要に応じて緊急退避、ゾーンの変

更等を実施する。 
    ③ 生物剤検知資機材で検知した結果に

あっては、消防現場指揮本部に速やかに

    ⑤ 警察機関及び保健所と連携し建物か

ら出ようとしたりする者に対して、疫学

調査を受診しないで自宅等に帰るほう

が危険である旨の説明等を行う。 
      また、建物内にいる者がパニック状態

に陥った場合には、警察機関に依頼しパ

ニックの抑制を行ってもらう。 
    ⑥ 建物内に放送設備等が設置してある

場合には、その設備を十分に活用して隔

離場所まで誘導を行う。 
 
 

（３）検体の採取 
    ① 検体の採取は主に警察機関及び保健

所の役割なので、活動を実施するにあた

っては警察機関及び保健所と協議し行

う。 
② 生物剤が視認できる場合には、警察機

関が行う捜査の関係上、現場を荒らさな

いよう気をつけて検体（粉等）を採取す

る。採取した検体（粉等）にあっては必

ず密閉して拡散しないように持ち出す。 
    ③ 散布器等による生物剤のテロの場合

には、生物剤捕集器等を活用し、できる

だけ広範囲に採取を行う。 
 
 
 

（４）検体の簡易検知 
    ① 採取した検体（粉等）を検知資機材を

用いて生物剤の推定を行う。 
    ② 生物剤検知資機材で検知した結果に

あっては、消防現場指揮本部に速やかに

報告し、消防現場指揮本部から消防指令

室及び警察、保健所等の各関係機関に情

報を提供する。 
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報告し、消防現場指揮本部から消防指令

室及び警察、保健所等の各関係機関に情

報を提供する。 
 

(6) 医療従事者と消防機関の協議 
生物剤に曝露された人の除染について

は、医師等医療従事者と消防機関にて協議

を行い除染の要否を決定する。 
    

(7) 生物剤の拡散防止 
    ① 消防機関により、粉等による生物剤を

視認した場合には、その粉等がそれ以上

拡散しないようにビニール等で覆った

り、その粉等を密閉した容器に入れる等

の措置を行う。 
      その際に、警察機関の捜査上に支障が

ないよう考慮して拡散防止を図る。 
    ② 建物内から粉等による生物剤が拡散

しないための措置を次のア～オとする。 
     ア 空調設備の停止 
     イ エレベーターの停止 
     ウ 建物外にある排気口の封鎖（ビニー

ル等） 
     エ 防火シャッター等の閉鎖 
     オ 図面の活用（防火対象物台帳による

避難経路、隔離場所の検討など） 
    ③ 生物剤に曝露された人については、可

能であれば脱衣するなど簡易除染を行

う。脱衣できない場合は、服に付着して

いる粉等が拡散しないように霧吹き等

で服等を湿らせて拡散防止を図り除染

場所まで誘導する。 
なお、霧吹き等を吹きかける時には顔

面（目、口、鼻）をタオル、ハンカチ等

で覆い吸い込まないよう配慮する。 
 

(8) 活動時間の管理 

① 自給式空気呼吸器を使用するので、

ホットゾーン内で活動する隊員は、活動

時間を小隊長等に報告するとともに、エ

リア内での活動時間管理を行う。 

 
 
 

（５）除染の要否における医療従事者と消防機

関の協議 
    ① 生物剤に曝露された人の除染につい

ては、医師等による医療従事者と消防機

関にて協議を行い除染の要否を決定す

る。 
    ② 生物剤に曝露された人については服

に付着している粉等が拡散しないよう

に霧吹き等で服等を湿らせて拡散防止

を図り除染場所まで誘導する。 
なお、霧吹き等を吹きかける時には顔

面（目、口、鼻）をタオル、ハンカチ等

で覆い吸い込まないよう配慮する。 
 

（６）粉等による生物剤の拡散防止 
    ① 消防機関により、最初に建物内で粉等

による生物剤を視認した場合には、その

粉等がそれ以上拡散しないようにビニ

ール等で覆ったり、その粉等を密閉した

容器に入れる等の措置を行う。 
      その際に、警察機関の捜査上に支障が

ないよう考慮して拡散防止を図る。 
    ② また、建物内から粉等による生物剤が

拡散しないための措置を次のア～オと

する。 
     ア 空調設備の停止 
     イ エレベーターの停止 
     ウ 建物外にある排気口の封鎖（ビニー

ル等） 
     エ 防火シャッター等の閉鎖 
     オ 図面の活用（防火対象物台帳による

避難経路、隔離場所の検討など） 
 
 
 
 
 
 



15 
 

② 活動時間は、除染に必要な時間（1

～3分）を減じて管理するものとする。 

 
第 4 節 ウォームゾーンでの活動 

   生物剤により曝露された人(疑い含む。)、ホ

ットゾーンから退出してきた隊員の除染が主

な活動になる。 
 

(1) ウォームゾーン設定 
    ① 発生場所が建物内の場合 
     ア 建物内に浮遊する粉等の生物剤の

拡散防止を考慮して、除染場を建物出

入り口部分の屋内側に設置する（でき

れば風上側）。 
     イ 建物内でウォームゾーンの設置が

不可能な場合には、建物出入り口直近

の建物外側に設定する（できれば風上

側）。 
     上記ア、イの除染場の区域をウォームゾ

ーンとする。 
    ② 発生場所が屋外の場合 
      除染場を発生場所の風上、高所に位置

し、平坦かつ除染で生じる汚水を管理で

きる場所に設定し、除染場設定区域をウ

ォームゾーンとする。 
 

(2) 除染活動 
第４編「生物・化学テロ災害時の除染活

動」参照 
 

第 5 節 コールドゾーンでの活動 
   初動時に広報及び避難誘導を実施し、生物剤

の拡散防止、曝露者の拡大防止を図る。 
 

(1) 広報・避難誘導 
    ① 生物剤が視認でき、建物内が発災場所

となった場合は、まず建物内の人を建物

外に出さないように、広報活動を行う。 
    ② もし、建物内にいた人が建物の外に出

ている場合には、すぐに避難・集合場所

を定め、集まるように拡声器等を用いて

 
 
 

第４節 ウォームゾーンでの活動 
   生物剤により曝露された人(疑い含む。)、ホ

ットゾーンから退出してきた隊員の除染が主

な活動になる。 
 

（１）ウォームゾーン設定 
    ① 建物内に浮遊する粉等の生物剤の拡

散防止を考慮して、除染場を建物出入り

口部分の屋内側に設置する（できれば風

上側）。 
    ② 建物内でウォームゾーンの設置が不

可能な場合には、建物出入り口直近の建

物外側に設定する（できれば風上側）。 
 上記①、②の除染場の区域をウォームゾーンとす

る。 
 
 
 
 
 
 
 

（２）除染活動 
第４編「生物・化学テロ災害時の除染活

動」参照。 
 

第５節 コールドゾーンでの活動 
   初動の広報及び避難誘導は生物剤の拡散防

止につながるので、広報・避難誘導は迅速かつ

的確に行うことが重要である。 
 

（１）広報・避難誘導 
    ① 建物内での生物テロが発災した場合

は、まず、建物内の人を建物外に出さな

いように、広報活動を行う。 
    ② もし、建物内にいた人が建物の外に出

ている場合には、すぐに避難場所を定め

集まるように拡声器等を用いて指示を
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指示をする。生物剤の種類によるが抗生

物質等の予防投与にて発症の防止又は

発症後の症状の悪化軽減がなされると

安心させ、疫学調査を行わず、その場か

ら帰宅等をして拡散させるほうが危険

であることを十分理解させる。 
    ③ 曝露した疑いのある者の移動時には、

二次曝露をさけるため口、鼻等をハンカ

チやタオル等で覆うように指示する。 
    ④ 広報活動は、明確に分かり易く説明を

行うため、あらかじめ広報文（例）を作

成しておく。 
    ⑤ 関係者（警備責任者等）に対して、エ

アコン等の空調設備の停止を指示する

とともに、建物内の混乱をさけるよう放

送設備等を活用して指示してもらう。 
 

(2) コールドゾーン（消防警戒区域）設定 
    ① コールドゾーン（消防警戒区域）の設

定は、警察機関と連携して行う。 
    ② コールドゾーン内の住民等に対して

の誘導、抑制は警察機関と連携し実施す

る。 
    ③ コールドゾーン（消防警戒区域）を設

定した区域を明確に広報し、区域内から

の退避及び区域内への出入りの禁止又

は制限を行う。 
 
 
 
 

第 6 節 救急隊の活動 
生物災害は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（以下「感染症予防

法」という。）により、患者（疑いも含む。）の

搬送は、衛生主管部局が対応することになって

いるが、事前の保健所等との搬送協力協定や発

災後の協力要請により、消防機関が対応する場

合がある。 
 
(1) 救急搬送（消防機関が対応する場合） 

する。生物剤の種類によるが抗生物質等

の予防投与にて発症の防止又は発症後

の症状の悪化軽減がなされると安心さ

せ、疫学調査を行わず、その場から帰宅

等をして拡散させるほうが危険である

ことを十分理解させる。 
    ③ その際、二次曝露をさけるため口、鼻

等をハンカチやタオル等で覆うように

指示する。 
    ④ 広報活動は、明確に分かり易く説明を

行うため、あらかじめ広報文（例）を作

成しておく。 
    ⑤ 建物内に隊員が進入していない場合、

関係者（警備責任者等）に対して、エア

コン等の空調設備の停止を指示すると

ともに、建物内の混乱をさけるよう放送

設備等を活用して指示してもらう。 
 
（２）コールドゾーン（消防警戒区域）設定 

    ① コールドゾーン（消防警戒区域）の設

定は、消防機関だけでは混乱が生じるの

で、警察機関と連携して行う。 
    ② コールドゾーン内の住民等に対して

の誘導、抑制は警察機関と連携し実施す

る。 
    ③ コールドゾーン（消防警戒区域）を設

定した区域を明確に広報し、区域内から

の退避及び区域内への出入りの禁止若

しくは制限を行う。 
 

第６節 救急隊の活動 
 

（１）救急搬送 
    ① 生物剤の拡散防止のためには医療機

関までアイソレーターにて搬送するの

が望ましい。 
    ② アイソレーターが用意できない場合

には、医師又は保健所職員による疫学調

査診断後、除染を実施し、救急隊員は曝

露者からの感染防止を主眼としゴム手

袋、ゴーグル、N95 規格と同等以上の性
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    ① 生物剤の拡散防止のためには医療機

関までアイソレーターにて搬送するの

が望ましい。 
    ② アイソレーターが用意できない場合

には、医師又は保健所職員による疫学調

査診断後、除染を実施し、救急隊員は曝

露者からの感染防止を主眼としゴム手

袋、ゴーグル、N95 規格と同等以上の性

能 P100 規格を推奨、感染防護衣（簡易

防護服）を着用して搬送にあたる。 
    ③ 医師等の協議により、粉等による生物

剤に曝露された人の除染を実施しない

場合には、生物剤が拡散しないように曝

露者の全身をビニール等で覆い、口鼻部

分にはマスク（N95 規格）を着装し曝露

者の身体、衣類又は汚物が直接触れない

ようにする。また、床等にビニールシー

ト等を敷くなどの処置を行う。 
    ④ 救急搬送時には救急車内の換気扇、エ

アコン等を停止し、車外に空気が漏れな

いような処置をとる。 
    ⑤ 保健所等からの指示により指定され

た医療機関等に搬送する。 
 

(2) 搬送後の処置 
    ① 曝露者が接触した部分（ストレッチャ

ー、シート等）に対して消毒剤を用いて

除染を実施する。 
    ② 搬送した救急隊員にあっては、医療機

関で診察を受けること。 
 

第 7 節 隔離中の急病人等 
   不安等から容態が急変したり持病等が再発

するなど医師等による疫学調査の実施前に医

療機関に搬送しなくてはならない場面が考慮

される。保健所の指示のもと、不測事態に備え

た除染場所等の設置及び搬送体制の確保は、早

期から行う。 
 

(1) 隔離中の急病人の措置 
発災現場にて隔離中に曝露者の容態が

能 P100 規格を推奨、感染防護衣（簡易

防護服）を着用して搬送にあたる。 
    ③ 医師等の協議により、粉等による生物

剤に曝露された人の除染を実施しない

場合には、生物剤が拡散しないように曝

露者の全身をビニール等で覆い、口鼻部

分にはマスク（N95 規格）を着装し曝露

者の身体、衣類又は汚物が直接触れない

ようにする。また、床等にビニールシー

ト等を敷くなどの処置を行う。 
    ④ 救急搬送時には救急車内の換気扇、エ

アコン等を停止し、車外に空気が漏れな

いような処置をとる。 
    ⑤ 保健所等からの情報により指定され

た医療機関等に搬送する。 
 

（２）搬送後の処置 
    ① 曝露者が接触した部分（ストレッチャ

ー、シート等）に対して消毒剤を用いて

除染を実施する。 
    ② 搬送した救急隊員にあっては、医療機

関で診察を受けることが望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  第７節 隔離中の急病人等 
   生物剤に曝露され、感染した場合にあっても

発症するまでの潜伏期間があり不安等から容

態が急変したり持病等が再発するなど医師等

による疫学調査の実施前に医療機関に搬送し

なくてはならない場面が考慮されるので、不測

事態に備えて除染場所等の設置及び搬送体制

は早期に行う必要がある。 
 

（１）隔離中の急病人の措置 
隔離中に曝露者の容態が疫学調査の実
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疫学調査の実施前に急変（ショック等）し

て医療機関まで搬送しなくてはいけない

状態になった場合には、早期に、その曝露

者の除染（できない場合には曝露者の全身

をビニール等で覆う。）を行い、口鼻部分

にはマスク（N95 規格）を装着し、救急隊

が曝露者の身体、衣類に直接触れないよう

に（床等にビニールシート等を敷くなどの

処置）医療機関に搬送する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  第 8 節 追跡調査 

曝露した可能性のある者が特定できない場

合には、保健所に申し出てくるよう都道府県及

び消防機関等の各関係機関は広報に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  第 9 節 生物テロ災害に携わった消防職員の

ケア 
現場活動、曝露者の搬送に携わった隊員は、

原則として通常の健康診断に加え、粉等が生物

剤であると特定に至った時には健康診断及び

必要な医療処置を受ける。 
 

施前に急変（ショック等）して医療機関ま

で搬送しなくてはいけない状態になった

場合には、早期に、その曝露者の除染（で

きない場合には曝露者の全身をビニール

等で覆う。）を行い、口鼻部分にはマスク

（N95 規格）を装着し救急隊が曝露者の身

体、衣類に直接触れないように（床等にビ

ニールシート等を敷くなどの処置）医療機

関に搬送する。 
 
  （２）負傷者の措置 
     隔離中に曝露者が何らかの原因で負傷

した場合にあっては、生命の危険がなけれ

ば、医師等が到着するまで応急処置にて待

機する。医師等の到着後に優先的に診断し

てもらい医師等の指示により対応する。 
 
  第８節 追跡調査 
 
  （１）消防機関、警察機関、保健所が協力し、

建物内にいたすべての人の追跡調査を行

うため、「生物テロ災害における被災者情

報について（別紙２）」に記載されている

項目について記入させ、発症した際に、迅

速に対応できるようにリスト化を行う。 
 
  （２）曝露した可能性のある者が特定できない

場合には、保健所に申し出てくるよう都道

府県及び消防機関等の各関係機関は広報

に努める。 
 
  第９節 生物テロ災害に携わった消防職員の

ケア 
現場活動、曝露者の搬送に携わった隊員は、

原則として通常の健康診断に加え、粉等が生物

剤であると特定に至った時には健康診断及び

必要な医療処置を受ける。 
 

 


